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医師法施行規則等の一部を改正する省令について 

 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

医師法施行規則等の一部を改正する省令案につきましては、意見募集（パブリック

コメント）を令和２年１０月１３日付け日薬総発第１７号にてお知らせしたところで

すが、今般、標記の件について厚生労働省医薬・生活衛生局長より、通知がありまし

たのでお知らせいたします。 

薬剤師法施行規則の一部改正に関しては、薬剤師法施行規則様式第６（薬剤師届出

票）に、薬剤師確保対策の検討等に活用するため、「薬剤師免許取得の際に薬学課程を

修めた大学名等」及び「出身地」の欄が、薬剤師に対する情報配信及び調査等をメー

ルにより実施することを可能とするため、「メールアドレス」の欄が新たに設けられ

ました。また、本会がパブリックコメントにおいて要望をした「主に従事している施

設及び業務の種別」の施設の種別「薬局」の「業務の種別」欄に、「管理者」であるこ

とが分かる項目が追加されました。（別添薬剤師届出票参照） 

貴会におかれましては、年末の会務ご多忙の折恐縮に存じますが、令和２年１２月

２日付け日薬発第２０６号「令和２年の薬剤師の届出及び調査について」（通知）と併

せ、貴会会員等へご周知いただきますようお願い申し上げます。 






































